
「泉南市都市計画マスタープラン（素案）」に対する委員からのご意見について 

 

 

 

１ ご意見 

 P3 

図、一番下「個別都市計画」の中に「地域地区」とあるが、他の並びでのバランスか

ら行くと「土地利用」の方がよいのでは。都市計画法の定義に照らした表現（土地利

用、都市施設、市街地開発事業）が素直では。地区計画とのバランスということであ

れば、「土地利用（地域地区、地区計画等）」がすっきりするように思う。 

 

 

 

 

 

 

回

答 

都市計画制度はご指摘のとおり、土地利用（区域区分、地域地区等）、都市施設、市

街地開発事業が法に規定されています。 

市町村マスタープランにおける個別都市計画は、市町村が決定・変更・廃止する都市

計画を記載するものであることから「地域地区」としています。なお、「区域区分」

は都道府県が決定するもので、都市計画区域マスタープランに位置付けることとさ

れています。 

資料２ 



 

２ ご意見 

 P35、79 

低層専用住居地域、中高層専用住居地域、とあるが、用途地域とは違った意味の表記

かと思うが、専用は住居に係るとすると、やはり住居専用地域としてはどうか。用途

地域と区別するのであれば、別の表現の方がいいと思う。 



 

 用途地域の見直しにあたっては、本方針を基本として、隣接関係や不適格建築物等の

状況を踏まえて、具体的な検討が行われます。土地利用の方針区分を 13 種類の用途

地域区分と合致させると、見直し内容が限定されるため、柔軟な対応ができるような

区分としています。 

なお、土地利用の区分と用途地域の関係は以下のとおりです。 

商業業務地・近隣商業地→商業地域、近隣商業地域 

低層専用住居地域→第 1 種、第 2 種低層住居専用地域、田園住居地域等 

中高層住居専用地域→第 1 種、第 2 種中高層住居専用地域等 

一般住宅地→第 1 種、第 2 種住居地域等 

住工混在地→準住居地域、近隣商業地域、準工業地域等 

湾岸部→工業地域、工業専用地域等の工業系用途地域 

沿道利用地→準工業地域等の非住居系用途地域 



3 ご意見 

 P85 

岡田浦駅は駅だけでなく道路もバリアフリー化の推進としてはどうか。 

 

回

答 

「駅及び道路等のバリアフリー化の推進」に修正しました。 

４ ご意見 

 P85 

地域全体に関する取組の 5 つ目、市街化農地とありますが、市街地農地という標記

もある。市街化区域内農地の方がいいのではないか。 

 

回

答 

「市街化区域内農地」に修正しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ ご意見 

 P93 

「多様な世代の居住促進など」の「など」の表記がいるのか。なにを意味しているの

か。「など」はなくてもよいかのでは。 

 

回

答 

「など」には、居住者の高齢化対策や公共交通の維持等の生活サービスの機能維持を

確保するための取組を含んでいます。紙面の関係から「など」と記載しています。 

６ ご意見 

 P93 

「集約型居住検討地域」は何を意味するのか、少しわかりづらい。本文を読み込めば

おおよそ理解できるが、字面だけだと「集約の対象」として誤解されやすい表現かな

と思う。例えば「拠点型」等。 

 

回

答 

「集約型居住検討地域」の内容は、ｐ36 に記載しています。 

 

Ｐ28 の「将来都市構想」で、7 つの拠点を位置付けており、各拠点が有する機能や

今後の方向性からネーミングを行っています。 

新家駅周辺の「集約型居住検討地域」については、7 拠点の一つとして、多極型ネッ

トワーク型の集約化をめざそうとするものです。 

 

 



7 ご意見 

 P98 

「農林漁業的土地利用との調和した」と記載があるが、「漁」は入っていていいのか。

「農林業的」の間違いか。 

 

回

答 

陸上養殖などをイメージしているので、あえて「農林漁業的」としています。 

8 ご意見 

 P102、103 

都市計画提案制度、市民の発意で都市計画に関与できる仕組みとして制度創設時に

はかなり期待されたと思うが、実態として、事業者の調整区域の開発にしか使われて

いないので、ここまで強調しなくてもよいのではないか。図までいるか。 

 



 

回

答 

都市計画提案制度は、都市計画に対する地域住民等の主体的な参加を促進するため

に国において創設されたもので、本市でも手続要綱を定めています。 

ご指摘のとおり、本市では、市街化調整区域の地区計画の実績はあるものの、幅広く

活用されていない状況です。今後も市が決定する都市計画について、幅広い活用を更

に促進していくため、制度への理解と周知が必要であると考えています。 

 


